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町田市公衆浴場法施行条例及び町田市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

（町田市公衆浴場法施行条例の一部改正） 

第１条 町田市公衆浴場法施行条例（平成２４年３月町田市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（衛生及び風紀に必要な措置等の基準） （衛生及び風紀に必要な措置等の基準） 

第３条 法第３条第２項の措置の基準のうち、

普通公衆浴場の営業者が講じなければならな

い措置の基準は、次に掲げるとおりとする。 

第３条 法第３条第２項の措置の基準のうち、

普通公衆浴場の営業者が講じなければならな

い措置の基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）～（５）略 （１）～（５）略 

（６）浴槽水の水質基準については、次に掲げ

るとおりとすること。ただし、市長は、こ

の基準（ウ及びエに掲げる基準を除く。以

下この号において同じ。）により難く、か

つ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、

この基準の一部又は全部を適用しないこと

ができる。 

（６）浴槽水の水質基準については、次に掲げ

るとおりとすること。ただし、市長は、こ

の基準（ウ及びエに掲げる基準を除く。以

下この号において同じ。）により難く、か

つ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、

この基準の一部又は全部を適用しないこと

ができる。 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 大腸菌数は、１ミリリットル中に１個 

以下とすること。 

ウ 大腸菌群数は、１ミリリットル中に１ 

個以下とすること。 

エ 略 エ 略 

（７）～（40）略 （７）～（40）略 

２・３ 略 ２・３ 略 
 

（町田市旅館業法施行条例の一部改正） 

第２条 町田市旅館業法施行条例（平成２４年３月町田市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（宿泊者の衛生に必要な措置の基準） （宿泊者の衛生に必要な措置の基準） 

第５条 法第４条第２項の規定により条例で定

める措置の基準は、次に掲げるとおりとする。 

第５条 法第４条第２項の規定により条例で定

める措置の基準は、次に掲げるとおりとする。 
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（１）～（６）略 （１）～（６）略 

（７）浴室については、次に掲げる措置を講ず

ること。 

（７）浴室については、次に掲げる措置を講ず

ること。 

ア～オ 略 ア～オ 略 

カ 浴槽水の水質基準については、次に掲 

げるとおりとすること。ただし、市長は、 

この基準（（ウ）及び（エ）に掲げる基 

準を除く。以下このカにおいて同じ。） 

により難く、かつ、公衆衛生上支障がな 

いと認めるときは、この基準の一部又は 

全部を適用しないことができる。 

カ 浴槽水の水質基準については、次に掲 

げるとおりとすること。ただし、市長は、 

この基準（（ウ）及び（エ）に掲げる基 

準を除く。以下このカにおいて同じ。） 

により難く、かつ、公衆衛生上支障がな 

いと認めるときは、この基準の一部又は 

全部を適用しないことができる。 

（ア）・（イ）略 （ア）・（イ）略 

（ウ）大腸菌数は、１ミリリットル中に１ 

個以下とすること。 

（ウ）大腸菌群数は、１ミリリットル中に 

１個以下とすること。 

（エ）略 （エ）略 

キ・ク 略 キ・ク 略 

（８）～（11）略 （８）～（11）略 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） （簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第９条 略 第９条 略 

２ 前条第２号イ及びウ並びに同条第３号から

第７号までの規定は、簡易宿所営業の施設に

ついて準用する。 

２ 第８条第２号イ及びウ並びに同条第３号か

ら第７号までの規定は、簡易宿所営業の施設

について準用する。 

（構造設備基準の適用除外） （構造設備基準の適用除外） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 前項に規定するもののほか、その構造設備

が第８条第６号（第９条第２項（前条におい

て準用する場合を含む。）において準用する

場合を含む。）の規定による必要がない場合

又はこれらの規定により難く、かつ、公衆衛

生上支障がないと市長が認める場合は、これ

らの規定を適用しないことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、その構造設備

が第８条第６号（第９条第２項（第１０条に

おいて準用する場合を含む。）において準用

する場合を含む。）の規定による必要がない

場合又はこれらの規定により難く、かつ、公

衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、

これらの規定を適用しないことができる。   

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

- 3 -

-  -0123456789


